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京 都 大 学 自 家 用 電 気 工 作 物 保 安 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

第１章 総則

（趣旨）

第１条 京都大学における自家用電気工作物（以下 第１条 （同 左）

「電気工作物」という ）の工事、維持及び運用。

（ 「 」 。） 、に係る保安 以下 保安 という に関しては

法令に定めがあるもののほか、電気事業法（昭和

３９年法律第１７０号）第４２条第１項の規定に

基づいて定めるこの規程の定めるところによる。

第２章 保安業務の管理運営体制

（総括管理）

第２条 京都大学における電気工作物の保安に関し 第２条 京都大学における電気工作物の保安に関し

ては、総長が総括管理する。 ては、安全管理担当の理事（以下「担当理事」と

いう ）が総括管理する。。

（連絡調整）

第３条 施設・環境部長は、京都大学における電気 第３条 （同 左）

工作物の保安に関する業務について、連絡調整す

る。

（部局における管理）

第４条 部局（各研究科（地球環境学堂を含む 、 第４条 部局（各研究科（地球環境学堂を含む 、。） 。）

各研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各セ 各研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各セ

ンター（国立大学法人京都大学の組織に関する規 ンター（国立大学法人京都大学の組織に関する規

程（平成１６年達示第１号）第３章第７節及び第 程（平成１６年達示第１号）第３章第７節及び第

８節に定める施設等をいう ）並びに教育研究推 ８節に定める施設等をいう ）並びに教育研究推。 。

（ 。） （ 。）進本部及び経営企画本部 全学共通施設を含む 進本部及び経営企画本部 全学共通施設を含む

をいう。以下同じ ）における電気工作物の保安 並びに医療技術短期大学部をいう。以下同じ ）。 。

に関しては、当該部局の長（教育研究推進本部及 における電気工作物の保安に関しては、当該部局

び経営企画本部にあつては、総務担当の理事。以 の長（教育研究推進本部及び経営企画本部にあつ

下同じ ）が管理するものとする。 ては総務担当の理事、医療技術短期大学部にあつ。

ては部長。以下同じ ）が管理するものとする。。

（主任技術者）

第５条 総長が別に定める電気工作物ごとに、電気 第５条 総長が別に定める電気工作物の区分ごと

主任技術者又はボイラー・タービン主任技術者 に、電気主任技術者又はボイラー・タービン主任

（以下「主任技術者」という ）を置く。 技術者（以下「主任技術者」という ）を置く。。 。

２ 主任技術者は、資格を有する職員のうちから、 ２ 主任技術者は、資格を有する職員のうちから、

、 。 、 。その所属部局の長の意見をきいて 総長が命ずる その所属部局の長の意見を聴いて 総長が命ずる

３ 主任技術者は、当該電気工作物の保安を管理す ３ （同 左）

る部局の長を補佐し、電気工作物の保安に関する

業務を監督するものとする。

第６条 総長は、主任技術者に事故がある場合にお 第６条 総長は、主任技術者に事故がある場合にお

いてその職務を代行させるため、電気工作物の保 いてその職務を代行させるため、電気工作物の保

安に関する相当の知識、経験を有する職員のうち 安に関する相当の知識、経験を有する職員のうち

から、その所属部局の長の意見をきいて、あらか から、その所属部局の長の意見を聴いて、あらか

じめ、主任技術者の職務を代行する者を命じてお じめ、主任技術者の職務を代行する者を命じてお

くものとする。 くものとする。

（保安主任者等）

第７条 （略） 第７条 （同 左）
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改 正 前 改 正 後

（部局の長の責務）

第８条 部局の長は、次の各号の一に掲げる場合に 第８条 部局の長は、次の各号の一に掲げる場合に

は、別に細則の定めるところにより、主任技術者 は、別に細則の定めるところにより、主任技術者

の意見をきくものとする。 の意見を聴くものとする。

( ) 電気工作物の工事計画等電気工作物に係る保 ( )1 1
安上重要な事項を立案、決定し、又は実施しよ

うとするとき。

( ) 法令に基づき主管官公庁に提出する文書で、 ( )2 2
その内容が電気工作物の保安に係るものを作成 （同 左）

しようとするとき。

２ 部局の長は、法令に基づき主管官公庁が行う電 ２

気工作物の保安に係る検査を受ける場合には、主

任技術者をこれに立ち会わせるものとする。

３ 部局の長は、電気工作物の安全管理検査を行わ

なければならない。

（指揮命令系統等）

第９条 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令

系統及び連絡系統（第１４条第２項第１号に定め

る部局における指揮命令系統及び連絡系統を除

く ）は、別に細則で定める。。

第３章 保安教育

（保安教育）

第９条 総長は、毎年４月１日後できるだけ早い時 第１０条 担当理事は、毎年４月１日後できるだけ

期に、保安主任者等その他電気工作物の工事、維 早い時期に、保安主任者等その他電気工作物の工

持又は運用に従事する職員に対する保安教育計画 事、維持又は運用に従事する職員に対する保安教

を立案し、実施するものとする。 育計画を立案し、実施するものとする。

２ 前項の保安教育計画には、電気事故その他災害 ２ （同 左）

が発生した場合の措置について、必要に応じて行

う実地指導訓練を含むものとする。

第４章 工事及び維持

（年度計画）

第１１条 主任技術者は、電気工作物の安全な運用

を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及

び改良工事の年度計画を立案し、担当理事の承認

を求めなければならない。

２ 前項の計画は、当該計画に関わる者との連絡を

緊密にし、その意見を聴いて行わなければならな

い。

（工事の施工）

第１０条 電気工作物の工事の施工に関しては、あ 第１２条 電気工作物の工事の施工に関しては、あ

らかじめ主任技術者の承認を得、かつ法令に定め らかじめ主任技術者の承認を得、かつ法令に定め

る技術上の基準に従つて行われなければならない。 る技術上の基準及び担当理事が定める作業安全基

準に従つて行われなければならない。

２ 電気工作物の工事が完成した場合には、主任技 ２ （同 左）

術者の保安上支障のないことの確認を得なければ

ならない。
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改 正 前 改 正 後

（巡視、点検、測定）

第１１条 部局の長は、別表に定める基準により、 第１３条

その管理する電気工作物の保安に係る巡視、点検

及び測定を、毎年４月１日に始まる年度ごとに、

当該年度の初めに計画し、主任技術者の監督のも

とに保安主任者等をしてこれを実施させなければ （同 左）

ならない。

２

３ （略）

４

第５章 運転又は操作

（運転又は操作）

第１２条 電気工作物の運転又は操作は、機器の性 第１４条 電気工作物の運転又は操作は、機器の性

能及び取扱い方法を熟知し、部局の長が総長の承 能及び取扱い方法を熟知し、部局の長が担当理事

認を得て定める安全基準に従い、常に安全確実に の承認を得て定める安全基準に従い、常に安全確

行わなければならない。 実に行わなければならない。

２ 前項の安全基準には、次の各号に掲げる事項に ２ 前項の安全基準には、次の各号に掲げる事項に

ついて定めておくものとする。 ついて定めておくものとする。

( ) 平常時及び事故その他の異常時における運転 ( ) 平常時及び事故その他の異常時における電気1 1
及び操作の順序及び方法 工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序

及び運転方法並びに部局における指揮命令系統

及び連絡系統

( ) 平常時及び事故その他の異常時における指令、2
報告、連絡の系統及び方法

( ) 事故を修理し、使用を停止又は制限する場合 ( ) 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用3 2
にとるべき措置 を停止若しくは制限する等の応急措置及び報告

又は連絡要領

( ) 電気事業者の供給変電所又は所轄営業所との3
連絡が必要な部局にあつては、その連絡事項

( ) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方4
法

( ) 受配電設備、電路等については、その監視 ( ) （同 左）4 5
( ) 発電所の運転を相当期間停止する場合におけ6
る保全の方法に関する事項

( ) その他運転及び操作に係る保安を確保するた ( ) （同 左）5 7
めに必要な事項

第６章 災害対策

（防災体制）

第１３条 部局の長は、火災、震災その他非常災害 第１５条 （同 左）

時においてその管理する電気工作物に係る保安を

確保するため必要な体制をあらかじめ整備してお

くものとする。

２ 部局の長は、前項の体制の整備状況について、 ２ 部局の長は、前項の体制の整備状況について、

別に細則の定めるところにより、総長に報告しな 別に細則の定めるところにより、担当理事に報告

ければならない。 しなければならない。

３ 主任技術者は、非常災害発生時において電気工

作物に関する保安を確保するための指揮監督を行

う。



- 4 -

改 正 前 改 正 後

４ 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認め

られるときは、直ちに当該範囲の送電を停止する

ことができるものとする。

第７章 記録等

（記録）

第１４条 電気工作物の保安に関し作成すべき記録 第１６条 （同 左）

については、別に細則の定めるところによる。

第１５条 部局の長は、変電所、受配電設備その他

の電気工作物が設置されている場所で危険なとこ

ろには、柵その他危害防止のため必要な設備を設

け、かつ、警戒標により注意を喚起するものとす

る。

（管理状況の報告）

第１６条 部局の長は、当該部局における電気工作 第１７条 部局の長は、当該部局における電気工作

物の保安の管理状況について、毎年４月末日まで 物の保安の管理状況について、毎年４月末日まで

に、前年の４月１日に始まる年度の分を、別に細 に、前年の４月１日に始まる年度の分を、別に細

則の定めるところにより、総長に報告しなければ 則の定めるところにより、担当理事に報告しなけ

ならない。 ればならない。

第８章 責任の分界

（責任の分界点）

第１７条 本学の電気工作物と本学以外の者を設置 第１８条 （同 左）

する電気工作物との保安上の責任分界点について

は、総長が当該者との契約において別に定めると

ころによる。

（需要設備の構内）

第１９条 需要設備の所在する構内は、別に細則の

定めるところによる。

第９章 整備その他

（危険の標示）

第２０条 部局の長は、変電所、受配電設備その他

の電気工作物が設置されている場所で危険なとこ

ろには、柵その他危害防止のため必要な設備を設

け、かつ、警戒標により注意を喚起するものとす

る。

（測定器具類の整備）

第２１条 電気工作物の保安上必要とする測定器具

類は常に整備し、これを適正に保管しなければな

らない。

（遠隔地にある等の電気工作物の保安）

第１８条 電気工作物が遠隔地にある等のため、そ 第２２条 電気工作物が遠隔地にある等のため、そ

の保安の監督に支障をきたす場合には、第５条の の保安の監督に支障をきたす場合には、第５条の

規定にかかわらず、当該電気工作物に関する保安 規定にかかわらず、当該電気工作物に関する保安

の監督に係る業務を、主管官庁が指定する法人に の監督に係る業務を、主管官庁が指定する法人等

委託して行わせることができる。 に委託して行わせることができる。
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改 正 前 改 正 後

２ 前項の規定により保安の監督に係る業務を主管 ２ 前項の規定により保安の監督に係る業務を主管

官庁が指定する法人に委託して行わせる電気工作 官庁が指定する法人等に委託して行わせる電気工

物の保安に関しては 前各条の規定にかかわらず 作物の保安に関しては、前各条の規定にかかわら、 、

その委託契約締結の際総長が別に定めるところに ず、その委託契約締結の際部局の長の定めるとこ

よる。 ろによる。

３ 部局の長は、前項の規定に基づき電気工作物の

、 、保安に関する規程を制定し 又は改廃したときは

担当理事に報告しなければならない。

（細則）

第１９条 この規程に定めるもののほか、この規程 第２３条 （同 左）

の実施に関し必要な細則は、総長が定める。

附 則

１ この規程は、平成１７年１２月２７日から施行

する。

２ 次に掲げる規程は、廃止する。

( ) 京都大学大学院理学研究科附属天文台飛騨天1
文台自家用電気工作物保安規程（昭和４９年４

月１日総長裁定）

( ) 京都大学大学院理学研究科附属天文台花山天2
文台自家用電気工作物保安規程（平成９年４月

１０日総長裁定）

( ) 京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究3
施設自家用電気工作物保安規程（平成８年４月

８日総長裁定）

( ) 京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究4
施設火山研究センター自家用電気工作物保安規

程（昭和５０年２月１日総長裁定）

( ) 京都大学大学院工学研究科附属環境質制御研5
究センター自家用電気工作物保安規程（昭和５

１年８月５日総長裁定）

( ) 京都大学大学院農学研究科附属農場自家用電6
気工作物保安規程（平成８年９月２６日総長裁

定）

( ) 京都大学大学院農学研究科附属牧場自家用電7
気工作物保安規程（平成１０年１２月２２日総

長裁定）

( ) 京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究セ8
ンター自家用電気工作物保安規程（平成９年１

月８日総長裁定）

( ) 京都大学防災研究所附属災害観測実験センタ9
ー宇治川水理実験所自家用電気工作物保安規程

（平成１０年１２月２２日）

( ) 京都大学防災研究所附属火山活動研究セン10
ター自家用電気工作物保安規程（平成１０年

１２月２２日総長裁定）

( ) 京都大学霊長類研究所自家用電気工作物保11
安規程（昭和４３年７月１７日総長裁定）
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改 正 前 改 正 後

( ) 京都大学生態学研究センター自家用電気工12
作物保安規程（平成１０年１２月２２日総長

裁定）

( ) 京都大学フィールド科学教育研究センター13
海域ステーション舞鶴水産実験所自家用電気

工作物保安規程（昭和５８年１２月１０日総

長裁定）

( ) 京都大学フィールド科学教育研究センター14
森林ステーション芦生研究林自家用電気工作

（ ）物保安規程 平成１２年３月２４日総長裁定

( ) 京都大学宙空電波科学研究センターＭＵレ15
ーダー観測所自家用電気工作物保安規程（昭

和５８年７月６日総長裁定）

( ) 京都大学国際交流会館自家用電気工作物保16
安規程（昭和５７年８月１２日総長裁定）

( ) 京都大学清風会館自家用電気工作物保安規17
程（平成８年２月１３日総長裁定）

( ) 京都大学宇治職員宿舎１１号棟自家用電気18
工作物保安規程（平成１０年１２月２２日総

長裁定）

( ) 京都大学学生寄宿舎熊野寮自家用電気工作19
物保安規程（平成１０年１２月２２日総長裁

定）

( ) 京都大学宇治総合運動場自家用電気工作物20
（ ）保安規程 平成１０年１２月２２日総長裁定
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別表

対 象 日常巡視・点検 定期巡視・点検 精密点検 測 定

ＧＩＳ ①ガス母線及び の ① 、 、 の開 ①機器操作器の分 ① の遮断GCB GCB DS ES GCB
ガス圧力 閉具合及びインター 解点検 動作時間（６

②表示灯異常 ロック（３年ごと） ②継電器動作特性 年ごと）

③ガス配管異常 ②機器開閉蓄勢表示器 試験 ６年ごと ②制御回路の絶（ ）

④制御配線の異常 の動作 ③ 内部点検 縁抵抗測定GCB
（１日ごと） ③制御線及び接地線の 及び吸着剤の交 ③絶縁抵抗測定

接続部分点検 換 ④継電器試験

④塗装及び発錆 ④機器操作器の点 （１年ごと）

⑤警報装置の動作確認 検及び注油

⑥動作機構、リンク部 （３年ごと）

分配線端子部のゆる

み

⑦各部の損傷、腐食、

過熱、変形、ゆるみ

（１年ごと）

断路器・ ①受と刃の接触、過熱、 上記①～⑦のほか、 ①継電器動作特性 ①上記①～④で

受 変色、ゆるみ変形 ①受と刃の荒れ具合 試験 ６年ごと を と（ ）GCB ABB
ＡＢＢ ②汚損、異物の付着 ②振れ止め装置の機能 ②機器操作器の点 読み替える

③コンプレーサー異常 ③締付け部ゆるみ 検及び注油 （１年ごと）

電 ④上記①～④でガスを空 ④ボルト、ナットのゆ （３年ごと）

気と読み替える るみ、脱落、割ピン

（１月日ごと） 脱落

設 ⑤鉄部の発錆、異常変

形

（１年ごと）

備 高圧配電盤 ①外観点検－汚損 損傷 ①各部の損傷、腐食、 ①左記のほか、し ①絶縁抵抗測定、 、

きれつ 油漏れ 過熱 過熱 ガス圧 発錆 や断速度測定 開 ②接地抵抗測定、 、 、 、 、 、 （

発錆 変形、ゆるみ 極投入時間最小 絶縁油耐圧試

（

②表示灯の異常 ②操作具合、機構 動作電圧及び電 験（特高受電

特 ③制御回路のプラグ接続 ③付属装置 流の測定を含 に係る変電所

状態 ④接地線の接続部 む ） に設けられる。

別 ④しや断器の異常音、異 ⑤機構部内部、接触子 ②継電気動作特性 ものについて

臭 の摺動面の注油 試験 ６年ごと は３年ごと）（ ）

高 ⑤しや断器の動作回数 （１年ごと） ④動作特性

⑥しや断器のガス圧の確 ⑤耐圧試験

圧 認ガス式のみ ②継電器試験

（１月日ごと） （１年ごと）

③真空バルブの

）

真空度

（ ）必要に応じて

母線 外観点検―碍子の破損そ ①母線の高さ たるみ 絶縁抵抗測定、 、

の他の異常 他線との離隔距離、 (１年ごと)

(１月日ごと) 損傷、腐食、過熱

②接続部分、クランプ

類の腐食、ゆるみ

、③碍子類支持物の損傷

腐食、変形、ゆるみ

(１年ごと)



- 8 -

受電用変圧 本体の外観点検―汚損、 ①各部の汚損、損傷、 コイル、接続部、 ①絶縁抵抗測定

器 油漏れ、振動、音響、温 腐食、油量、発錆、 リード線、鉄心、 (１年ごと)

度 ゆるみ その他各部 ②接地抵抗測定

(１月日ごと) ②接地線の接続部 (必要に応じて) ②絶縁油耐圧試

(１年ごと) 験

(特高受電に係

るものについて

は３年ごと、そ

の他については

６年ごと)

計器用変成 外観点検―汚損、損傷、 ①各部の汚損、損傷、 ①絶縁抵抗測定

器 腐食 温度 発錆 音響 腐食、接触、発錆、 ②接地抵抗測定、 、 、 、

変形、ヒユーズの異常 変形、ゆるみ、ヒユ （１年ごと）

(１月日ごと) ーズの異常

②接地線の接続部

(１年ごと)

避雷器 外観点検―汚損、損傷、 ①各部の汚損、損傷、 ①絶縁抵抗測定

きれつ、ゆるみ きれつ、ゆるみ、コ ②接地抵抗測定

(１月日ごと) スパウンドの異常 (１年ごと)

②接地線の接続部

(１年ごと)

低圧配電盤 ①計器、表示灯の異常 ①裏面配線のじんあい ①絶縁抵抗測定、

②操作、切換え、開閉器 汚損 過熱 ゆるみ ②接地抵抗測定、 、 、

配電用しや断器等の異 断線 ③②継電器試験

常 ②接地線の接続部 （１年ごと）

(１月日ごと) ③各部の損傷、過熱、

、 、 、接触 ゆるみ 断線

脱落

④端子配線符号

(１年ごと)

電力用コン 本体の外観点検－汚損、 各部の損傷、腐食、発 絶縁抵抗測定

デンサー 油漏れ、音響、振動、変 錆、ブッシングの亀裂 （１月ごと）

形、変色 （１月ごと）

（１月日ごと）

蓄電池直流 損傷、液面、沈殿物、色 ①木台、碍子の損傷、 ①充電装置の内部 ①液比重測定

電源装置 相、極板彎曲、隔離板、 腐食、耐酸塗料のは （３年ごと） ②液温測定

端子のゆるみ、液漏れ くり ②蓄電池の容量試 ③各電池の電圧

（１月日ごと） ②床面の損傷、腐食 験（放電電圧１ 測定

（ ）③充電装置の動作状況 時間率放電特性 １月６月ごと

（１年ごと） 試験）

（必要に応じて）

接地 腐食、発錆 ①端子のゆるみ 接地抵抗測定

（１日ごと） ②接地極の表示 （１年ごと）
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（１年ごと）

断路器、し 受電設備用のものに同じ 受電設備用のものに同 受電設備用のもの 受電設備用のも。

や断器、開 （１月ごと） じ。 に同じ。 のに同じ。

受 閉器類

配電用変圧 受電設備用のものに同じ 受電設備用のものに同 受電設備用のもの 受電設備用のも。

・ 器 （１月ごと） じ。 に同じ。 のに同じ。

高・低圧配 受電設備用のものに同じ 受電設備用のものに同 受電設備用のもの 受電設備用のも。

配 電盤 （１月ごと） じ。 に同じ。 のに同じ。

電 電線及び支 ①電線の高さ、他物との ①電柱、腕木、碍子、 絶縁抵抗測定

持物 離隔距離 支線、支柱、保護網 （１年ごと）

②警戒標、保護柵 等の損傷、腐食

設 （１月ごと） ②電線取付状況

（１年ごと）

ケーブル ①ヘツド、接続箱、分岐 ケーブルの損傷 腐食 ①絶縁抵抗測定、 、

備 箱等接続部の損傷、腐 きれつ （１年ごと）

食、過熱 （１年ごと） ②耐圧試験

（ ）②コンパウンドの油漏れ 必要に応じて

③②敷設部の無断掘さく

④③警戒標、他物との離

隔距離

（１月ごと）

電力用コン 受電設備用のものに同じ 受電設備用のものに同 受電設備用のもの 受電設備用のも。

デンサー （１月ごと） じ。 に同じ。 のに同じ。

電動機その ①音響、振動、回転、過 ①音響、振動、温度 ①内部分解点検 ①絶縁抵抗測定

他の回転機 熱、異臭、吸油等の状 （３月ごと） ②コイル、軸受、 ②接地抵抗測定

況 ②各部の汚損、損傷、 通風付属装置な （２１年ごと）

（運転者が常時注意する ゆるみ、伝熱装置の どの手入れ

こと ） 異常 ③回転子引出手入。

負 ②整流子刷子、集電環 ③制御装置点検 れ

（１月ごと） ④接地線接続部 （３年ごと）

（１年ごと）

荷 電熱乾燥装 ①損傷、温度、変形 各部の損傷、変形、ゆ 絶縁抵抗測定

置 ②接続部の変色、過熱 るみ、可燃物との離隔 （２１年ごと）

③熱線の腐食 （１年ごと）

設 （運転者が常時注意する

こと ）。

（１月ごと）

備 照明設備 異音、汚損、不点 照明効果 損傷 汚損 絶縁抵抗測定、 、 、

（使用者が常時注意する 雑音、温度、コンパウ （２１年ごと）

こと ） ンド漏れ。

（１年ごと）

分電盤等、 開閉器の機能、湿気、じ 開閉器、器具の接続、 絶縁抵抗測定

配線 んあい等 接続部のゆるみ （１年ごと）

（１月ごと） （１年ごと）

タービ ①振動、異音、過熱、変 ①初段動翼点検 ①内燃機関の分解 保安装置の動作

ン空気 形 ②燃焼機内筒の点検 点検減速機点検 特性
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原 圧縮機 ②ガス・潤滑油等の漏洩 （６月ごと） （３２年ごと又は （１年ごと）、

常 燃料燃 架台、支持金具類の異 ③タービン初段動翼の ３万時間ごと）

動 焼設備 常及びボルトナット類 検査 ②減速機分解点検

用 のゆるみ ④タービン主要部分の （４ 年ご と又 は

機 ③レバー、リンク等の作 分解点検 時間ごと）32,000
発 動状況の点検 ⑤③保安装置の動作確 ③ガス圧縮機分解

関 ④潤滑油量の点検 認 点検

電 （運転日） ⑥④補機類の動作確認 （３年ごと）

係 （１年ごと）

設 エンジ ①燃料系統(貯留タンクを 機関主要部分の分解点 内燃機関の分解点 保安装置の動作

ンレシ 含む。)からの油漏れ 検 検 特性

備 プロ ②機関の始動、停止 （１年ごと） （３年ごと） （１年ごと）

③始動用空気タンクの圧

力

（運転日）

エンジ ①燃料系統（貯留タンク 機関主要部分の分解点 内燃機関の分解点

ン ( 海 を含む ）からの油漏れ 検 検。

象用) ②機関の始動、停止 （１年ごと） （３年ごと）

③始動用空気タンクの圧

力

（２週間ごと）

発電機関係 電動機その他の回転機の 電動機その他の回転機 電動機その他の回 ①絶縁抵抗測定

場合に同じ。 の場合に同じ。 転機の場合に同じ ②接地抵抗測定。

③②継電器試験

（１年ごと）

太陽電池 外観点検―汚損、損傷、 汚れ、損傷、発錆その ①絶縁抵抗測定

発錆、きれつ、ゆるみ 他必要事項 ②接地抵抗測定

太 （２週間１月ごと） （１年ごと） （１年ごと）

陽 制御盤直流 外観点検―汚損、損傷、 汚損、損傷、過熱、ゆ ①絶縁抵抗測定

交流変換装 過熱 るみその他必要事項 ②接地抵抗測定

電 置 （２週間１月ごと） （１年ごと） （１年ごと）

蓄電池 外観点検―発錆、損傷、 左記のほか、架台の腐 充電装置の内部 ①液比重測定

池 液面 沈澱物 極板彎曲 食、塗料のはくり、床 （１年ごと） ②液温測定、 、 、

隔離板、端子ゆるみ 面の損傷、腐食、充電 ③各電池の電圧

発 （２週間１月ごと） 装置の動作状況 測定

（１年ごと） ④架台等の接地

電 抵抗測定

（１年ごと）

設

継電器 外観点検―汚損、損傷 整定値・動作表示 動作試験

備 （２週間１月ごと） （１年ごと） （１年ごと）

電路 外観点検―ゆるみ、損傷 絶縁抵抗測定

（２週間１月ごと） （１年ごと）

非 原 レシプ ① 燃料系統(貯留タンク 機関主要部分の分解点 内燃機関の分解点

常 動 ロ を含む。)からの油漏れ 検 検

用 機 ② 機関の始動、停止 (一年ごと) (三年ごと)
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予 関 ③ 始動用空気タンクの

備 係 圧力

発 (一月ごと)

電 発電機関係 電動機その他の回転機の 電動機その他の回転機 電動機その他の回 ①絶縁抵抗測定

設 場合に同じ。 の場合に同じ。 転機の場合に同じ ②接地抵抗測定。

備 ③②継電器試験

（１年ごと）

備考 この表において 「エンジン(海象用)」とは沿岸海域の研究施設に設置され、海象観測の用に供する、

ものをいう。


